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交通安全フォーラムの開催について

内閣府では交通安全意識の高揚を図るため，交通事情に詳しい学識経験者や交通安全に関わる方々を
お招きし，地域における交通安全対策に関する講演やパネルディスカッションを行う「交通安全フォー
ラム」を開催している。
令和４年度は，令和５年１月24日に神奈川県との共
催により，「新たなモビリティに対応した交通安全対策」
をテーマに開催し，新型コロナウイルス感染防止のため，
交通安全フォーラムの様子をインターネット配信した。
また，本フォーラムのパネルディスカッションには，

電動キックボードの将来の利用者となり得る高校生６
名が参加した。

○基調講演及びパネルディスカッションの提言内容

基調講演
横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院教授　　田中 伸治　氏

「新たな移動手段と道路空間」
ＰＭＶ（パーソナル・モビリティ・ビークル）とは，近年登場した主に 1人
乗りの電動タイプの移動手段です。自動車による移動は５キロメートル以内の短
距離移動が約半数，１～２人での移動が大半を占めており，これをＰＭＶに代替
すれば渋滞削減や環境負荷低減につながると期待されています。
しかし，ＰＭＶに近い使われ方をされる自転車を見ると，道路右側を逆走する
等の不適切な通行が横行しており，自転車関連交通事故の割合も近年増加傾向で
す。ＰＭＶも利用が拡大すると交通事故が増加するおそれがあります。

安全に走行するためには，安全な利用環境整備も重要です。自転車については関係省庁等からガイド
ラインが発行されており，通行空間として自転車道・自転車専用通行帯・矢羽根型路面標示の設置，交
差点部では自転車横断帯を撤去し通行位置を矢羽根で表示するようになっています。
海外では日本よりも早く自転車のための整備がされており，メルボルンの例では道路空間を自動車，

自転車，ＰＭＶ，路面電車，路上駐車等でシェアする工夫がされています。
日本の道路は道路構造令に基づき整備されます。最近は，車道中心の構成から自転車レーンや賑わい

空間等に再構成する道路空間再配分のための社会実験が各地で行われており，ＰＭＶも利用しやすくな
ると思われます。
改正道路交通法は本年７月から施行されます。ＰＭＶの利用拡大に備え，通行空間の整備，使用ルー

ルの周知，ルールの遵守とともに，自転車の使用方法の再確認も必要となると思われます。

パネルディスカッション
パシフィックコンサルタンツ株式会社 社会イノベーション事業本部 交通政策部 
都市再生室 チーフプロジェクトマネージャー　　渡邉　健　氏
「新たなモビリティ」とは，法律上の位置づけが不明確または位置づけられた
ばかりの「乗り物」であり，交通分野の行政計画などで未だ取り扱っていない「乗
り物」になると考えています。
この「新たなモビリティ」が今後社会実装されていくには，①安全性，②必然
性，③普及性の３つの要素を満たす必要があると考えます。
「安全性」は安全な乗り物であることは勿論，利用者マナーや交通法規対応な
どの交通安全も含まれます。
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「必然性」は，そのモビリティが社会課題解決など社会のためになることです。
「普及性」は，広く多くの人に利用されることと共に，インフラや利用の仕組みなどの利用環境が整
うことです。
「新たなモビリティ」に対する今後の展望として，速く大量に人やモノを輸送するだけではなく，多
様化した移動ニーズの下で皆が平等に移動でき，そして移動自体そのものも楽しむことができるような
モビリティ社会実現への寄与が期待されます。

モビリティジャーナリスト　　森口　将之　氏
海外における電動キックボードは，フランス，ドイツ，イタリア等の欧州では
広く普及しており，アジアでは，韓国，タイ，シンガポールにおいてある程度普
及していますが，韓国では厳格なルールが設けられており，中国では乗ること自
体が禁止されています。
フランスでは，既に免許不要でヘルメット着用も任意ですが，二人乗り運転や
ながら運転も多く，是非について住民投票が予定されており，電動キックボード
のシェア事業者も減少傾向です。
フランスにおける交通安全教育は，小学校，中学校においてそれぞれ交通安全
に関するテストがあり，テストに合格した児童・生徒には交通安全証明書が発行

され，この証明書がなければ運転免許が取得できないことになっています。こうした制度があるため，
中学校卒業時点で基本的な交通安全知識を得ることができます。

神奈川県警察本部交通総務課事故対策官　　久保田　恒美　氏
本年７月に改正道路交通法の施行が予定されておりますが，施行後，一定の基
準に該当する電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」に位置付けられ，
運転免許は不要，16歳未満の運転は禁止，ヘルメットの着用は努力義務となり
ます。
電動キックボードの交通違反や交通事故の実態を踏まえると，電動キックボー
ドの普及に伴い，交通ルールの知識が十分でない利用者の増加と，それに伴う交
通違反や交通事故の増加が懸念されるところであります。
昨年，神奈川県警察では，電動キックボードのシェアリングや販売を行う事業

者に対し，利用者等に正しい交通ルールを普及してもらうため，電動キックボード安全利用の取組とし
て，「電動キックボード安全利用アドバイザー研修会」を開催しました。今後も改正道路交通法の施行
に向け，あらゆる機会を通じて交通ルールの周知を図っていきたいと考えております。

神奈川県エアロビック連盟会長　　関口　美惠子　氏
交通安全フォーラムに先立ち，電動キックボードを試乗しました。
運転自体はすぐにできましたが，一般道で運転できるかどうか不安に感じまし
た。
高齢者の場合，多くの方は筋力の低下に伴い体幹バランスを長く維持すること
が難しく，平らな床で片足立ちをしてもうまくコントロールできない方が多いた
め，狭い乗車板の電動キックボードで足を揃えた立位での運転は難しいのではな
いかと思います。
また，高齢者は視野が狭く，耳も聞こえにくくなります。そのため，歩行中の

高齢者は，音の小さい電動キックボードが接近しているのに気づかず，追い越しの際に驚いて転倒をす
る危険があるため，歩道を走行する場合には十分な注意をしていただきたいです。
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